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   開     議 

 

 

○小関勝助議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は、定足数に達

しております。 

 なお、鈴木榮一農業委員会会長から、本日の

会議を欠席させてほしい旨の届け出があり、許

可いたしましたのでご報告いたします。 

 また、山形新聞記者から、今定例会のパソコ

ン、カメラ、録音機の使用について申請があり、

許可いたしましたのでご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○小関勝助議長 日程第１、市政一般に関する質

問を行います。 

 なお、質問の時間は、答弁を含めて60分以内

となっておりますので、ご協力お願いいたしま

す。 

 それでは順次ご指名いたします。 

 

 

 今泉春江議員の質問 

 

 

○小関勝助議長 順位１番、議席番号４番、今泉

春江議員。 

  （４番今泉春江議員登壇） 

○４番 今泉春江議員 おはようございます。日

本共産党の今泉春江でございます。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、内谷市長に、通告しております３

つの質問をいたします。 

 まず、第１は、集団的自衛権の行使について

です。 

 安倍内閣は、７月１日、集団的自衛権行使容

認の閣議決定をしました。集団的自衛とは、日

本が直接攻撃を受けていないのに、同盟国など

密接な関係にある国が攻撃された場合、連帯し

て武力で反撃するというものですが、これは、

国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武

力の行使は、国際紛争を解決する手段としては

永久にこれを放棄すると定めた憲法第９条に明

らかに反するものであり、これまでの歴代内閣

も、集団的自衛権の行使は憲法第９条があるか

らできないとしてきたのです。このため、自衛

隊を海外に派兵した場合でも、第９条があるか

らと後方支援に徹し、武力の行使を禁止してき

ました。この結果、日本は戦後69年間、戦争に

よって一人も殺さず、殺されない名誉ある実績

を積み上げてこれたのであります。日本はこの

憲法第９条がある限り、戦争をすることはでき

ないのであります。 

 ところが、安倍内閣は、日本が攻撃を受けて

いなくても、我が国の存立が脅かされ、国民の

生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆さ

れる明白な危険などがある場合は、憲法第９条

を変えなくても他国と戦争ができると勝手に解

釈し、集団的自衛権の行使に踏み出すことを決

定したのであります。 

 しかし、集団的自衛権行使の要件としている、

我が国の存立が脅かされ云々の判断は、政府が

行おうとしています。したがって、こんな要件

は、歯どめにも何の気休めにもなりません。 

 私は、安倍内閣の集団的自衛権行使容認の閣

議決定には絶対容認できない重大な問題がある




